
飯塚市生活応援クーポン券のご案内飯塚市生活応援クーポン券のご案内

配付時期

8月下旬課税世帯等

8月中旬非課税世帯等

日本郵便（株）のゆうパックにて世帯主に送付します。
原則、申請不要としておりますが、配付時期を過ぎてもご自宅に
届かない場合は、下記までご連絡ください。受取期限の令和5年
11月30日（木）までに必ずお受け取りされますようお願いします。

※おかけ間違いにご注意ください。
FAX 0948-21-6356
☎ 0948-22-7033（平日 9 時～ 17 時）
飯塚市生活応援クーポン券コールセンター

お問合せ先

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に飯塚市に避難している方も、
本クーポン券の発行対象となる場合がありますので、下記までご連絡ください。

令和5年6月1日時点で飯塚市に住民登録がある世帯対象者

飯塚市では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における重点交付金の低所得世帯支援枠を活用
し、非課税世帯へ飯塚市内の店舗で利用できる「飯塚市生活応援クーポン券」を発行します。また、その他の世帯
につきましても、物価高騰の影響に対する負担軽減と、地域の消費喚起・下支えを目的に、クーポン券を発行します。

20,000円分課税世帯等（未申告者含む） 

30,000円分非課税世帯等1世帯あたり

※クーポン券は、1,000円×10枚綴りで1冊となっています。
※各世帯の発行額は、令和5年6月30日時点における令和5年度分の住民税課税状況で
　判断しています。（詳細については、下段「非課税世帯等」をご覧ください。）

発行額

非課税世帯等

※令和5年度分の住民税は、令和4年1月から12月までの所得に対して課税されます。
※申告がお済みでない方は、住民税申告をしてください。
※20,000円分のクーポン券が送付された方で、令和5年7月1日以降に課税状況が変更され、「非課
税世帯等」の要件に該当することとなった世帯は、追加で10,000円分のクーポン券を交付します
ので、下記コールセンターまでご連絡ください。（申出期限：令和5年11月30日（木）まで。）

世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 及び
条例で定めるところにより住民税均等割が免除された者である世帯

本事業のポスター・ステッカー
を掲示している市内店舗で利用可能です。取扱店
一覧は、市役所ホームページに掲載し、随時更新
していきます。なお、いいづかPay等のプレミア
ム応援券の取扱店とは異なる場合がありますので、
ご注意ください。

↑市役所
ホームページ

利用について

クーポン券取扱店

令和5年12月31日（日）まで有効期限

↑「飯塚市生活応援クーポン券」は、
　上記ステッカーが掲げられた店舗
　にて利用可能です。
※印刷仕上がりにより若干の差異が生じる可能性があります。

　子どもの健やかな成長をサポートする場所として、18歳までのすべての子どもとその家庭及び妊産婦を
対象に様々な相談に対応し、関係機関と連携を図りながら、実情に応じた適切な支援に繋げていくため、
飯塚市役所本庁1階に「こども家庭センター cocosumo（ここすも）」を開設しています。

飯塚市役所子育て支援課及び保育課の総称です。
母子健康手帳の交付から保育所の入所、児童手当の支給、子育て支援サービスの利用などの各種
手続を同じフロアで行います。また、子育てに関する相談も行っています。
※「このまちでこどもと一緒に楽しく暮らそう」という意味を込めてcocosumo（ここすも）と名付けました。

子育てを頑張るのはとても大変なことです。子育ての大変さを一人
で抱えるのではなく、少しでも困ったことがあればご相談ください。
専門の相談員が一緒に子育ての方法について考えます。

・母子健康手帳の交付、妊婦健康診査　　子育て支援課 母子保健係（内線1115 ～ 1124）
・児童手当、児童扶養手当　　　　　　　子育て支援課 子育て支援・政策係（内線1113・1114）
・子育てに関する相談　　　　　　　　　子育て支援課 こども家庭相談係（内線1127・1128）
・保育所、認定こども園の入所　　　　　保育課 保育給付係（内線1042 ～ 1044）

3　窓口・相談先　☎0948（22）5500

2　このようなことでお困りではありませんか？

1　「こども家庭センター cocosumo（ここすも）」とは？

ためらわずに子どもを虐待から救うための行動を起こしてください。
大切な地域の宝を守る大きな一歩となります。

虐待かなと思ったらご連絡ください※市民の皆様へのお願い

児童相談所 虐待対応ダイヤル189（通話料無料）
子育て支援課こども家庭相談係 ☎0948（22）5500（内線1127・1128）

・子育てがつらく負担に感じる
・子どもが全然言うことを聞かない
・イライラして、つい子どもを怒鳴ったり叩いたりしてしまう
・他の子どもより発達が遅いような気がする
・近くに相談できる人がいない
・子どものことについて、どこで手続をしていいか分からない

ひとりで悩まないで、お気軽にご相談ください。
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